
烋耨烋耨烋耨烋耨 27272727 烝燵烝燵烝燵烝燵0000ǘǘǘǘ嘖粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執嘖粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執嘖粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執嘖粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執ツ豺抵たツ豺抵たツ豺抵たツ豺抵た    

抵抵抵抵    たたたた    逗逗逗逗    0000    

    

    
蹙迯蹙迯蹙迯蹙迯ŹŹŹŹ    烋耨烋耨烋耨烋耨 22227777 烝烝烝烝 10101010 鏤鏤鏤鏤ĽĽĽĽ蹙蹙蹙蹙θθθθ涖涖涖涖χχχχ    

11118888ŹŹŹŹ33330000がががが11119999ŹŹŹŹ33330000    

寢脉寢脉寢脉寢脉ŹŹŹŹ    遊着坿跏楡遊着坿跏楡遊着坿跏楡遊着坿跏楡    Ś艹Ś艹Ś艹Ś艹    0000ǖǖǖǖ抵た曦抵た曦抵た曦抵た曦    

    
    

    

    

ǖǖǖǖ    明明明明    抵抵抵抵        

    

    

ǘǘǘǘ    晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執ツ豺抵た晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執ツ豺抵た晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執ツ豺抵た晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執ツ豺抵たた摩た摩た摩た摩再再再再哉細肴哉細肴哉細肴哉細肴    

    

    

ǚǚǚǚ    誘た誘た誘た誘た    

            θǖχθǖχθǖχθǖχ諭₂㎏1慕盻ギ┖熕豬っ昨蘿ヴ14霙昨寤櫓諭₂㎏1慕盻ギ┖熕豬っ昨蘿ヴ14霙昨寤櫓諭₂㎏1慕盻ギ┖熕豬っ昨蘿ヴ14霙昨寤櫓諭₂㎏1慕盻ギ┖熕豬っ昨蘿ヴ14霙昨寤櫓    

            θǘχθǘχθǘχθǘχ鴈敕鴈敕鴈敕鴈敕視実祉字紫屍視実祉字紫屍視実祉字紫屍視実祉字紫屍っっっっ削皿傘Qw碕ゼ巠削皿傘Qw碕ゼ巠削皿傘Qw碕ゼ巠削皿傘Qw碕ゼ巠っっっっ    

            θǚχ粤コ凋蜃θǚχ粤コ凋蜃θǚχ粤コ凋蜃θǚχ粤コ凋蜃    

            

    

ǜǜǜǜ    罪昨直罪昨直罪昨直罪昨直    

            

    

ĄĄĄĄ    麿麿麿麿    抵抵抵抵    



烋耨コジ烝燵0𦣪嘖粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂竌秖𥮲篖ツ豺抵た璈璈盆濂噪烋耨コジ烝燵0𦣪嘖粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂竌秖𥮲篖ツ豺抵た璈璈盆濂噪烋耨コジ烝燵0𦣪嘖粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂竌秖𥮲篖ツ豺抵た璈璈盆濂噪烋耨コジ烝燵0𦣪嘖粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂竌秖𥮲篖ツ豺抵た璈璈盆濂噪

蹙迯舢烋耨𦣪舄烝臤𦣝鏤𦥯蹙膅涖䐢臤𦧝舢臬𦣝蒦臤舙舢臬𦣝蹙迯舢烋耨𦣪舄烝臤𦣝鏤𦥯蹙膅涖䐢臤𦧝舢臬𦣝蒦臤舙舢臬𦣝蹙迯舢烋耨𦣪舄烝臤𦣝鏤𦥯蹙膅涖䐢臤𦧝舢臬𦣝蒦臤舙舢臬𦣝蹙迯舢烋耨𦣪舄烝臤𦣝鏤𦥯蹙膅涖䐢臤𦧝舢臬𦣝蒦臤舙舢臬𦣝
寢脉舢遊着坿跏楡璈舄艹璈0臤抵た曦寢脉舢遊着坿跏楡璈舄艹璈0臤抵た曦寢脉舢遊着坿跏楡璈舄艹璈0臤抵た曦寢脉舢遊着坿跏楡璈舄艹璈0臤抵た曦

璈璈璈璈宙妙楡濂

璈璈璈璈ぇk濂 璈璈璈璈輩は濂

晝藁歹諭澑抵

離隰 斟

遊晝藁購諭澑抵

停ホ 斟盂

晝藁歹瀞56諭澑抵

晝楯朞 ノ

粽掀pわ傍澑抵

晝藁歹謚使

衷琢 フ雄

滲コ晝藁歹┖㾱

嘆㌍ 穰敕

莉暼楝晁跳つ謚蝠

宙黻脉畱痝畱

朸ゅ 嫻⊕

滲コ晝藁歹┖㾱

鯏淀 蹄跳

†コ⊕譏堙朝

坿娵諭₂㎏1蘿禍㎏

├

晝藁歹┖㾱

諭₂堙朝㌘P盂㌃抵

晝藁歹盂㌃抵┖㾱

《ゅ 徒熏

矦戻かコ戻晝藁┖㾱

燐ゅ 焜ブ

蹶滿u遊粽掀┖㾱

樸使 把瀧

粽掀pコ遊晝藁┖㾱

醲樸 珽睚

晝藁歹滲

樸褫 軆

隰褫か

団鴇ゅ 睾

矦戻か

■ゅ 塡貭

粽遊か

樸ゅ 譯瑶

晝藁歹鴇把脉

猝朗 ⑵40



漉漉漉漉漉漉漉       漉θ潰鑢Ź烋耨27烝Ľ鏤12蹙が烋耨29烝Ľ鏤11蹙χ

脉漉榧 痺漉へ 螂  隣 賠漉i

1  晝藁歹諭澑抵 抵摩 離隰漉斟

2  遊晝藁購諭澑抵 抵摩 停ホ漉斟盂

 瀞56諭澑抵 3  晝藁歹瀞56諭澑抵 抵摩 晝楯朞漉ノ

 わ傍澑抵 4  粽掀pわ傍澑抵晝藁歹謚使 謚使摩 衷琢漉フ雄

 oつ輸逃k 5  滲コ晝藁歹┖㾱 oつ使摩 嘆㌍漉穰敕

 跳つ輸逃k 6  莉暼楝晁跳つ謚蝠宙黻脉 哉祭哉 跖こ摩 朸ゅ漉嫻⊕

7
 †コ⊕譏堙朝坿娵諭₂㎏1蘿禍㎏├
 晝藁歹┖㾱

㾱摩 ㎣使漉軈烋

8  滲コ晝藁歹┖㾱 㾱摩 鯏淀漉蹄跳

9
 諭₂堙朝㌘P盂㌃抵
 晝藁歹盂㌃抵┖㾱

㾱摩 《ゅ漉徒熏

10  矦戻かコ戻晝藁┖㾱 㾱摩 燐ゅ漉焜ブ

11  蹶滿u遊粽掀┖㾱 㾱摩 樸使漉把瀧

12  粽掀pコ遊晝藁┖㾱 㾱摩 醲樸漉珽睚

13  晝藁歹滲 房滲摩 樸褫漉軆

14  隰褫か f妙ゼ摩 zゅ漉焜塡
θ鎚Xχ
 鴇把033/8ゼ摩
 団鴇ゅ漉睾

15  矦戻か 房か摩 ■ゅ漉塡貭

16  粽遊か 房か摩 樸ゅ漉譯瑶

 鴇把脉 17  晝藁歹鴇把脉 脉摩 猝朗漉⑵40

粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執ツ豺抵た憖佻粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執ツ豺抵た憖佻粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執ツ豺抵た憖佻粽掀p晝藁歹囓娵坿娵諭₂似施辞執ツ豺抵た憖佻

嗹典っ

 購滲諭澑抵

 諭₂㎏輸

 滲漉か
 鴇絣k



 

 

愛媛県宇和島圏域地域医療ビジョン調整会議設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 宇和島圏域の医療提供体制を確保することを目的に、宇和島圏域にお

ける地域医療ビジョンの策定及び実現に向けた関係者との協議及び調整等を

行うため、愛媛県宇和島圏域地域医療ビジョン調整会議（以下「調整会議」

という。）を設置する。 

 

（任務） 

第２条 調整会議では、次に掲げる事項について協議及び調整等を行う。 

(1) 地域医療ビジョンの策定及び実現に関する事項 

(2) 構想区域内における医療提供体制の課題に関する事項 

(3) 医療計画に関する事項 

(4) その他目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 調整会議は、委員20人以内で組織し、委員は、各圏域名において次に

掲げる者のうちから愛媛県南予地方局長が委嘱し、又は任命する。 

  一 郡市医師会の代表者 

  二 歯科医師会の代表者 

  三 薬剤師会の代表者 

  四 看護関係者の代表者 

  五 介護関係者の代表者 

  六 医療機関の代表者 

  七 保険者の代表者 

  八 市町の代表者 

  九 宇和島保健所長 

  十 その他議長が必要と認めた者 

２ 調整会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

３ 議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。 

４ 議長は、あらかじめ副議長を指名することとし、必要に応じて副議長がそ

の職務を代行する。 

 

（任期） 

第４条 調整会議の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第５条 調整会議は、議長が必要の都度招集し、これを主宰する。 

２ 議長は、必要に応じて調整会議に委員以外の者を出席させることができる。 

３ 議長は、必要に応じてワーキンググループを設置し、意見を聞くことがで

きる。 



 

 

（事務局） 

第６条 調整会議の事務局は、愛媛県宇和島保健所企画課に置く。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、

愛媛県南予地方局長が別に定める。 

 

 附則 

この要綱は、平成 27 年６月 12 日から施行する。 
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